
福井県丹南広域組合職員服務規程  

 

                                                        平成 12年 3月 28日 

                                       訓 令 第 1 号                           
   改正  平成 16年３月３日訓令第１号  

 （趣旨）  

第１条  この規程は、福井県丹南広域組合職員（以下「職員」という。）の服

務について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （服務の原則）  

第２条  職員は、圏域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、

規則等及び上司の職務命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなけ

ればならない。  

 （履歴書等の提出）  

第３条  新たに職員（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１

７の規定により派遣された職員を除く。）となった者は、履歴書（様式第１

号）、写真及び管理者が適当と認める２人以上の保証人の保証する身元保証

書（様式第２号）をその採用後５日以内に総務課長に提出しなければならな

い。  

２  前項の履歴書には、学歴を証明するための書類（最終学校の卒業証書の写

し又は卒業証明書）及び特別の免許資格を有する者は、その事実を証明する

書類（免許状等の写し）を添付しなければならない。ただし、義務教育の学

歴については、当該書類の添付を省略することができる。  

 （届出事項の変更等）  

第４条  職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、次の各号に掲げる

もののうち、その必要事項を職員現況届出書（様式第３号）により所属長を

経て、総務課長に提出しなければならない。  

(1) 氏名、本籍又は住所の変更に関する事項  

 (2) 学歴の変更、資格の取得又は試験の合格に関する事項  

 (3) 組合の任免事項以外の履歴事項の追加又は変更に関する事項  

 (4) 婚姻、離婚又は養子縁組に関する事項  

 (5) 前各号のほか、事務局長が必要と認める事項  

２  前項の届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等につ

いてはその事実を証明する書類を添付しなければならない。  

 （身分証明書）  

第５条  職員は、その身分を明らかにし、公務を適正に執行するために、常に  

身分証明書（様式第４号）を携帯しなければならない。  

 

 



２  身分証明書を紛失し、又はき損した場合は、身分証明書再交付申請書（様

式第５号）を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならな

い。  

３  職員は、退職等のため職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を総

務課長に返納しなければならない。  

 （営利企業等の従事）  

第６条  職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条第１項

の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、直

ちに次に掲げる事項を記載した書面を所属長を経て事務局長に提出し、あら

かじめ管理者の許可を受けなければならない。  

 (1) 兼ねようとする地位又は従事しようとする事業もしくは事務に関する事

項（定款、寄附行為、規約等を添付すること。）  

 (2) 前号の期間並びに従事する期間及び具体的内容に関する事項  

 (3) 報酬に関する事項  

 (4) 前各号のほか必要な事項  

 （出勤）  

第７条  職員は、定刻までに出勤し、備付けの出勤簿（様式第６号）に自ら押

印しなければならない。  

 （出張命令）  

第８条  職員が出張するときは、別に定めるところにより、管理者の命を受け

なければならない。  

 （出張復命）  

第９条  出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに文書をもってその要

領を上司に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭

または資料の提出をもってすることができる。  

 （事務引継等）  

第１０条  退職、休職、停職又は勤務替えその他の事由により、職員の担当事

務が変わった場合には、前任者は速やかに後任者（上司の指定する職員を含

む。）にその事務を引き継ぎ、後任者とともにその旨を所属長に報告しなけ

ればならない。  

２  課長等は、年度初めに、又は所属職員の担当事務が変わった場合には、所

属職員の事務分担表を総務課長に報告しなければならない。  

 （証人等としての出頭）  

第１１条   職員が職務に関し、又は法令により証人、鑑定人又は参考人として

裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭し証言等をするときは、 

 

 



 その旨を所属長に届け出、又は休暇の承認を受ける際に上司の指示を受けな

ければならない。  

 （不在中の事務処理）  

第１２条  職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、分担事務に関し、必要な事項

をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務処理に停滞を生じ

ないようにしなければならない。  

 （外出）  

第１３条  職員が勤務時間中私事のため外出しようとするときは、上司の承認

を受けなければならない。  

 （整理整頓）  

第１４条  職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管の書類の

整頓に意を用い、損失、き損等のないように留意し、外出又は退庁の際には

定位置に整理格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければな

らない。  

 （盗難防止）  

第１５条  課長等は、所管の部屋ごとに書類その他物品の保管責任者を定め、

その管理に必要な処置を講じ、紛失、盗難の防止に努めなければならない。 

２  現金、有価証券又は重要な物品は、退庁の際保管責任者において盗難のた

めの必要な措置を講じなければならない。  

 （非常心得）  

第１６条  職員は、執務時間外、火災、風水害その他の非常災害の発生を知っ

た時又は非常配備のあったことを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指

揮を受けなければならない。ただし、急を要し、上司の指揮を待ついとまの

ないときは、臨機の処置をとらなければならない。  

 （参与職員の待命）  

第１７条  非常災害の発生により参与した職員は、鎮火又は異変がやんだ後も

退散することなく上司の命を待たなければならない。  

 （所在の明確）  

第１８条  職員は、常にその所在を明らかにし、不時の際における連絡に支障

を来すことのないように心掛けなければならない。  

 （事故報告）  

第１９条  職員は、通勤途中、勤務中、勤務時間外のいずれの場合においても、

交通事故その他の事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告

し、その指示を受けなければならない。  

２  職員は、前項の事故について、庁用自動車管理規程第１５条に該当する場  

 

                 



合を除いて、事故報告書 (様式第７号 )を管理者に提出しなければならない。 

（その他）  

第２０条  この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事

項は管理者が別に定める。  

   附   則   

この訓令は、平成１２年４月１日から施行する。 

附   則   

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

履 歴 書 

年 月 日現在 

ふりがな 男・女  

 

写真添付位置 

本人上半身脱帽 

 

 

 

氏 名 

 

 

印 

 

 

生年月日 

年  月  日生 

（満  歳） 

本籍 

都道 

府県 

ふりがな 電 話 番 号 

現 住 所 

 

郵便番号（  －   ）              方 

市外局番（      ） 

    － 

（      方呼出） 

ふりがな 電 話 番 号 

連 絡 先（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入） 

 

郵便番号（  －   ）              方 

市外局番（      ） 

    － 

（      方呼出） 

 

年 月 学歴・職歴（各別にまとめて書く） 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

記入注意 鉛筆以外の青又は黒の筆記具で記入、数字はアラビア数字で、文字はくずさずに正確に書く。 

 

 

年 月 免許・資格 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

得意な学科 

 

 

健康状態 

趣味 

 

 

志望の動機 

スポーツ 

 

 

本人希望記入欄（給料、職種、勤務地） 

 

家族氏名 生年月日 続柄 職業 家族氏名 生年月日 続柄 職業 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

通勤時間約  時間  分 扶養家族（除配偶者） 人 配偶者（有・無） 配偶者扶養義務 

保護者（本人が未成年者の場合のみ記入） 電話番号 

氏名 

 

住所  

 



様式第 2号 

身  元  保  証  書 

福井県丹南広域組合管理者 殿 

 

本 籍 地 

現 住 所 

生年月日     年  月  日 

氏 名 

 

 

上記の者に対する福井県丹南広域組合在職中の一身上に関する一切の事件について 

組合にご迷惑をかけないことを私どもにおいて保証いたすべく、ここに保証書を提出 

いたします。 

 なお、この保証期間は、本日から向こう満 5ヵ年といたします。 

 

年  月  日 

 

 

本 籍 地 

現 住 所 

職 業 

保 証 人             ○印  

 

本 籍 地 

現 住 所 

職 業 

保 証 人             ○印  

 

 



様式第 3号 

 

職 員 現 況 届 出 書 

 

 

年  月  日 

 

福井県丹南広域組合管理者 殿 

所属長  

確 認 決 定 伺  

 

 

総務課長 同補佐 係長 係 

 

 

 

   

所  属 

 

 

課 

補職名 ふりがな 

氏 名           ○印   年  月  日生 男・女 

現住所              ＴＥＬ   － 

 

属

身

関

係 

原 因 と そ の 日 付         年   月   日 

事

項 

 

 

 

 
 

 
 

家 
 
 

族 
 
 

状 
 
 

況 

氏        名 続 柄 生 年 月 日 
勤 務 先 

又は職業 

 

 

 
年  月  日 

 

 

 

 
  年  月  日 

 

 

 

 
  年  月  日 

 

 

 

 
  年  月  日 

 

 

 

 
  年  月  日 

 

 

 

 
  年  月  日 

 

 

 

 
  年  月  日 

 

 

 

 
  年  月  日 

 

 

 

  



様式第 4号 

身分証明書 

Ｎｏ．   

氏  名 

生年月日 

住  所 

上記の者は、福井県丹南広域組合の職員であることを証明する。 

 

  年  月  日  

福井県丹南広域組合 

管理者   

 

 

 

注   意 

１ 記載事項に変更を生じた場合は、直ちに訂正を受ける事。 

２ 退職等により不用となったときは、直ちに総務課へ返納すること。 

３ この証明書は、他人に貸与しないこと。 

４ 身分について他の者から要求があったときは、この証明書を提示

すること。 

５ この証明書は、常時携行すること。 

 

 



様式第 5号 

 

身分証明書再交付申請書 

 

 

年  月  日  

 

 

福井県丹南広域組合管理者 殿 

 

 

       所  属 

       職・氏名 

 

 

  

身分証明書を           のために紛失（き損）しましたので、報告し、 

あわせて再交付してくださるよう申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



様式第 6号 

出       勤      簿 

 出

勤 

年
休(

夏
季) 

病

気

休

暇 

特

別

休

暇 

休
職
・
育
休 

欠

勤 

職

免 

出

張 
振

替

休 

 

年 職 
 

氏名 
 

月 

1( ) 2( ) ３( ) ４( ) ５( ) ６( ) ７( ) ８( ) ９( ) 10( ) 11( )           

12( ) 13( ) 14( ) 15( ) 16( ) 17( ) 18( ) 19( ) 20( ) 21( ) 22( )           

23( ) 24( ) 25( ) 26( ) 27( ) 28( ) 29( ) 30( ) 31( )             

 

合計 

  

 

( 

) 

        

 

 

 



様式第 7号 

  自動車等事故報告書 
  

管 理 者 副管理者 局 長 次 長 所 属 長 

          

事故発生日時 年  月  日午  時  分(天候    ) 

事故発生場所 (道路名    ) 

事

故

の

当

事

者 

当 方 
所 属   車名・所管  

職 氏 名   型式・番号 －   

相 手 方 

住 所 

(ＴＥＬ) 
  

車名・型式

番 号 
－   

氏 名   
契 約 保 険

会 社 名 
  

職業又は

勤 務 先 
  保険契約者   

事 故 原 因

及 び 概 況 
  

傷 害 の 部 位

及 び 程 度 

当 方   

相 手 方   

物 件 破 損

の 程 度 

当 方 評価      円 

相 手 方 評価      円 

運転者に関する

調(当方が加害者

の場合) 

当日の健

康 状 態 
  

運 行 経 路

の 経 験 
  

事故車両 

運転経験 
  

車両運行に係

る刑事、行政

罰の有無 

無、有(内容) 

事 故 処 理 状 況   

 上記のとおり相違ありません。 

        年  月  日 

運転者          印 

同乗者          印 

 


